
平成３１年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２６ 府 省 庁 名  厚生労働省     

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 生活衛生同業組合、同小組合及び同連合会（以下、「生活衛生同業組合等」という。） 

 消費生活協同組合及び同連合会（以下、「消費生活協同組合等」という。） 

 

・特例措置の内容 

 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金に係る損金算入限度額の特例措置（通常の１１

０％相当額）の適用期限を平成３２年度末までの２年間延長する。 

 

 

関係条文 

 

租税特別措置法第５７条の９、同法施行令第３３条の７、地方税法第２３条、第５１条、第７２条の１２、

第７２条の２３、第７２条の２４の７、第２９２条、第３１４条の４） 

減収 

見込額 

［初年度］      （▲35.8）  ［平年度］      （▲35.8） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

生活衛生同業組合等は、国民の日常生活にきわめて深い関係のある生活衛生関係営業者の衛生施設の改善

向上、経営の健全化等のために共同施設事業、共済事業、福利厚生事業等を行っている。消費生活協同組合

等は、組合員の生活に必要な物資を購入し、組合員に供給する事業等を行う非営利の消費者の相互扶助組織

である。このような組合の事業活動を推進するために、特別措置によって財政基盤の充実を図る必要がある。 

 

（２）施策の必要性 

（生活衛生同業組合等） 

生活衛生同業組合等は、「自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため」に組

織されており、共同事業や資金の斡旋に係る事業等を行っている。生活衛生関係営業の業況判断 DIは非常に

低調（▲13.4＝株式会社日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」平成 30年 4-6月期）であ

り、中小企業者や各種組合を取り巻く状況は依然として厳しいため、共同事業等を行っている当該資金の回

収先の組合員は、中小零細な事業者であり、回収リスクが極めて高い。組合事業を利用する中小事業者の事

業は、組合事業と密接に関係しているところであり、貸倒引当金の引当が十分に行われていない状況で、貸

倒が発生し、これにより、組合事業が停滞した場合、組合員である中小事業者の事業継続に重大な影響を及

ぼすことが考えられる。 

 

（消費生活協同組合等） 

消費生活協同組合等は、「組合員の生活の文化的経済的向上を図ることを目的とする」相互扶助組織であり、今

日では、のべ６，６３６万人の組合員が、生協が行う供給事業や共済事業、高齢者への福祉に関する事業などを利

用しているところである。多くの消費生活協同組合（９３８組合中６０８組合）が行う供給利用事業において、事

業の性格等から売上金が回収不能な未収金となることがある。貸倒引当金の引当てが十分に行われていない状況で

貸倒が発生し、これにより組合事業が停滞した場合、多くの組合員や国民の生活に多大な影響を及ぼすことが考え

られる。 

 

以上のことから、貸倒引当金は、事業年度末現在の売掛金等についてその貸倒見込額を計上するものであ

るが、消費生活協同組合等は財政基盤が脆弱なため、貸倒引当金に関する租税特別措置法に基づく特例措置

を継続することにより、引き続き、財政・経営基盤の強化を図る必要がある。 



本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

（生活衛生同業組合等） 
基本目標Ⅱ  安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること 
施策大目標５ 生活衛生関係営業の振興等により、衛生水準の向上を図ること 

施策目標１  生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に

寄与すること 

 
（消費生活協同組合等） 
基本目標Ⅷ   ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとと

もに、自立した生活の実現や安心の確保等を図ること 
 
施策大目標１ 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供するとともに、地域共生社会の実現に

向けた体制づくりを推進し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること 

施策目標 １ 生活困窮者等に対し適切に福祉サービスを提供するとともに、地域共生社会の実現

に向けた体制づくりを推進し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること 

 

政策の 

達成目標 

（生活衛生同業組合等） 

貸倒が発生した場合の事業運営リスクを軽減し、かつ、経営基盤の安定・強化を図ることに

より、リスクに対する十分な抵抗力を確保すること。 

 

（消費生活協同組合等） 

貸倒リスクを軽減し、かつ、経営基盤の安定・強化を図ることにより、リスクに対する十分

な提供力を確保すること。 

 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

（平成３１年度～平成３２年度） 

同上の期間中

の達成目標 

 

貸倒リスクの軽減及び財政経営基盤の安定化 

政策目標の 

達成状況 

日本経済は緩やかな回復基調が続いており、本税制措置により、一部の組合については着実

に経営基盤の安定化が図られているものの、零細な生活衛生関係営業者や消費生活協同組合等

の中小企業者にとって国内市場は依然として厳しい経営環境下で、大部分の零細な事業者は経

営基盤が脆弱であり、依然として十分な状況とは言えない。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

（生活衛生同業組合等） 

平成３１年度（見込み） 10％割増繰入限度額  １．３百万円 

 

（消費生活協同組合等） 

平成３１年度（見込み） 10％割増繰入限度額 ５５６百万円 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

（生活衛生同業組合等） 

本税制措置を活用した、貸倒の際の事業運営リスクの軽減及び財政基盤の安定強化により、

国民生活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関係営業の健全な発展と衛生水準の向上

を支援する生活衛生同業組合の事業基盤の安定化が見込まれるため、引き続き、本措置を講じ

る必要がある。 

 

（消費生活協同組合等） 

本税制措置は、貸倒が発生した場合に備えて貸倒引当金を促す措置であるため、具体の目標

金額等はないが、主に地域で供給事業を行う組合の経常剰余率（経常剰余金/事業高）について、

当面は２％の水準を維持することが必要であると考えている。 

 

 

 



 

 

 

 

 

【経常剰余率の推移】 
 H24 H25 H26 H27 H28 

主に地域で供給事業を 

行う組合 
1.1% 1.3% 1.7% 1.9% 1.8% 

うち事業高50億円 

未満の組合 
0.0% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 

出典「生協の経営統計」 

 

経常剰余率は全体でみると増加傾向にあるといえる。しかしながら、一般的に企業等におい

ては経常利益率１０％が標準的な利益水準とされている中、特に非営利で経営規模の小さい生

協は依然厳しい状況にあることから、本税制措置による経営基盤の安定・強化は引き続き必要

である。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

株式会社日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付における貸付計画額として必要な予算を確保

する。 

（消費生活協同組合等は対象外） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

生活衛生関係営業を営む者に対して株式会社日本政策金融公庫による低利融資及び本税制措

置により税制基盤の充実・強化を図る。 

要望の措置の 

妥当性 

（生活衛生協同組合等） 

国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係営業は、我が国の経済活動の中で相当

な規模を占めており、雇用面でも大きな役割になっている。これらの健全な発展と衛生水準の

向上を図るためには、生活衛生同業組合の事業基盤の安定化が必要であり、制度延長が必要で

ある。 

 

（消費生活協同組合等） 

消費生活協同組合等は、消費者である地域住民自らが組織する「組合員の生活の文化的向上

を図ることを目的とする」非営利の相互扶助組織である。今後ともその社会的な役割を果たし

続けるためには、経営基盤の確立が重要である。また、本政策目的を達成するためには、一定

の要件を満たす主体に対し、公平・中立かつ適正に引当促進等の動機付けを与えることからも、

制度延長が適当であると考えられる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

（生活衛生同業組合等） 

平成 27年度  12％割増繰入限度額 1.8百万円 

平成 28年度  12％割増繰入限度額 1.0百万円 

 

（消費生活協同組合等） 

単位：百万円 

 
繰入限度額 

12％割増 

繰入限度額 

平成 27年度 5,167 553.6 

平成 28年度 4,941 529.4 
 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

租税特別措置法の条項：57条の９、68条の 59 
適用件数： 9,064件の内数 
適用額 ： 4,644億円の内数 

※ 出典：租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

（生活衛生同業組合等） 

本税制措置を活用した、貸倒の際の事業運営リスクの軽減及び財政基盤の安定強化により、

国民生活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関係営業の健全な発展と衛生水準の向上

を支援する生活衛生同業組合の事業基盤の安定化が見込まれるため、引き続き、本措置を講じ

る必要がある。 

 

（消費生活協同組合等） 

本税制措置は、貸倒が発生した場合に備えて貸倒引当金を促す措置であるため、具体の目標金額

等はないが、主に地域で供給事業を行う組合の経常剰余率（経常剰余金/事業高）について、当面は

２％の水準を維持することが必要であると考えている。 

 

【経常剰余率の推移】 

 H24 H25 H26 H27 H28 

主に地域で供給事業を 

行う組合 
1.1% 1.3% 1.7% 1.9% 1.8% 

うち事業高50億円 

未満の組合 
0.0% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 

出典「生協の経営統計」 

                   

経常剰余率は全体でみると増加傾向にあるといえる。しかしながら、一般的に企業等においては

経常利益率１０％が標準的な利益水準とされている中、特に非営利で経営規模の小さい生協は依然

厳しい状況にあることから、本税制措置による経営基盤の安定・強化は引き続き必要である。 

 

前回要望時の 

達成目標 

（生活衛生同業組合等） 

貸倒が発生した場合の事業運営リスクを軽減し、かつ、経営基盤の安定・強化を図ることに

より、リスクに対する十分な抵抗力を確保すること。 

 

（消費生活協同組合等） 

貸倒リスクを軽減し、かつ、経営基礎の安定・強化を図ることにより、リスクに対する十分

な抵抗力を確保すること。ただし、ひとつの指標として、安定的に２％の経常剰余率が確保さ

れていることが必要。 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

本税制措置により一定の効果は図られているものの、零細な生活衛生関係営業者の団体であ

る生活衛生同業組合の事業環境及び消費生活協同組合等の経営環境は厳しく、大部分の組合は、

依然として十分な状況とはいえない。 

 



 

これまでの要望経緯 

昭和 25年度 貸倒準備金制度創設 

昭和 39年度 貸倒引当金への変更 

昭和 41年度 中小企業等の特例創設（割増率 20％） 

昭和 55年度 中小企業等の割増率の縮減（割増率 20％→16％） 

平成 12年度 公益法人等及び協同組合等を除き、廃止 

平成 17年度 ２年延長 

平成 19年度 ２年延長 

平成 21年度 ２年延長 

平成 23年度 １年延長 

平成 24年度 ３年延長 

貸倒引当金制度の対象の限定（中小法人等） 

組合等の割増率の縮減（割増率 16％→12％） 

平成 27年度 ２年延長 

平成 29年度 ２年延長 

組合等の割増率の縮減（割増率 12％→10％） 
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